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住木・梅澤記念賞に関する規程 

 

公益財団法人日本感染症医薬品協会（以下「本会」という）の定款第４条第１項、第３項及

び第９項に基づいて研究助成等を行うために設ける住木・梅澤記念賞に関し、次の通り定め

る。 

 

（住木・梅澤記念賞の目的等） 

第１条 住木・梅澤記念賞（以下「本賞」という）は、抗生物質を始めとする生物活性物質

に関連する優れた研究をなし、将来の発展を期待しうる研究者又は研究グループ

に授与する。 

  ２ 授賞対象の業績は、本会の研究会又は機関誌における発表を含むものとし、他の学

会賞等の授賞対象となったものを除く。 

  ３ 授賞対象は、毎年度 2件以内を選考するが、多数の推薦を受けた場合であっても、

該当する者がいない年度は、授賞を行わない。 

 

（候補者の募集） 

第２条 本賞受賞候補者は、本会役員、評議員その他の関係委員及び関連の各教育・研究機

関から、幅広く推薦を受けるものとする。 

  ２ 推薦は、各年度、原則として 6月末日までに受ける。 

 

（応募） 

第３条 本賞の応募は、推薦状、候補者の履歴書、研究業績の一覧表、今後の研究の展望及

び別に定める書類を提出することによるものとする。 

 

（選考委員会） 

第４条 本賞受賞者の選考は、授賞選考委員会において行う。 

  ２ 授賞選考委員会の委員は、7名以内とし、本会役員、評議員、学術委員、本会機関

誌の編集委員、本賞歴代受賞者の中から、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。 

  ３ 委員の任期は３年とし、再任は２期を限度とする。改選は、原則として半数とし、

残り半数を再任とする。 

  ４ 補欠により選任された委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（選考方法） 

第５条 委員の互選により、委員長を選出し、委員長の議事進行のもとに各委員による厳正

な選考を行うものとする。 

  ２ 委員が候補者と共同研究を実施している等、極めて近い関係がある場合には、当該

委員は当該候補者の選考に関する決定に加わらないものとする。 

  ３ 授賞選考委員会において必要のあるときは、委員長は専門委員若干名を招聘し、意

見を求めることができる。 

  ４ 授賞は、各年度、原則として 8月末までに決定し、理事会に報告する。 

 

（授賞式及び講演会） 

第６条 受賞者には、賞状、賞牌及び副賞を贈る。 

  ２ 本賞の授賞及び受賞講演会は、本会が主催する集会において行うとともに、受賞対

象研究業績を本会機関誌に投稿するものとする。 

 

（基金の設置、財源及び取り崩し） 
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第７条 本会に住木・梅澤記念賞基金預金（以下「本基金」という）を設ける。 

 

第８条 授賞に要する費用は、本基金をもってあてる。  

  ２ 本基金は、第 1条の目的以外に取り崩すことができない。本会が解散する場合、同

じ目的の社団・財団に第 1 条の目的を行使する条件付きで本基金を譲与するもの

とする。 

 

（副賞に係る経理方法） 

第９条 受賞者は、副賞に関する経理を所属機関による機関経理とする。 

 

（制定改廃） 

第１０条  この規程の改廃は、理事会の決議により決定する。 

 

（施行期日） 

第１１条  本規程は、平成２１年１２月１１日より施行する。 

 

１９８７年（昭和６２年）５月２７日制定（住木・梅澤記念賞の授賞及び選考に関する規程） 

１９９８年（平成１０年）９月２２日改定 

２００１年（平成１３年）５月１８日改定 

２００４年（平成１６年）１２月１日改定 

２００６年（平成１８年）４月１日改定 

２００７年（平成１９年）３月２２日改定 

２００９年（平成２１年）１２月１１日施行（住木・梅澤記念賞基金預金に関する規程） 

２０１１年（平成２３年）１１月１日読替 

２０１３年（平成２５年）３月５日改定 

２０２５年７月１日改定（住木・梅澤記念賞に関する規程：記載整備） 

 


